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○大台町議会ハラスメント防止条例施行規則 

令和７年６月４日議会規則第１号 

大台町議会ハラスメント防止条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大台町議会ハラスメント防止条例（令和５年大台町条例第45号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（相談窓口の設置） 

第３条 条例第６条に規定する相談窓口は、議会事務局に置く。 

（苦情の申出） 

第４条 条例第７条の規定によるハラスメントに関する苦情の申出は、ハラスメント申出書（様式

第１号）によるものとする。 

（審査会の設置） 

第５条 議長は、前条に規定する申出を受けたときは、事実関係の調査及び解決策の協議を行うた

め、ハラスメント審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会の委員定数は６人以内とし、議長及び当事者を除く議員の中から議長が議会運営委員会

に諮って選任する。 

３ 審査会の委員は、当該事案の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。 

４ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

（審査会の組織） 

第６条 審査会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（審査会の会議） 

第７条 審査会の会議は、会長が招集し、その座長となる。 

２ 審査会の会議は、委員３分の２以上が出席しなければ、これを開くことができない。 
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３ 審査会の議事は、出席委員の３分の２以上の賛成で決する。 

４ 前項の場合、会長は委員として表決に加わることができる。 

５ 審査会は秘密会とする。 

６ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を述べさせる

ことができる。 

７ 会長は、審査会の会議の経過及び結果をハラスメント審査結果報告書（様式第２号）により議

長に報告しなければならない。 

（必要な措置） 

第８条 議長は、前条第７項の結果報告を基に、ハラスメント申出対応結果報告書（様式第３号）

により、第４条の申出書を提出した者に報告しなければならない。 

２ 議長は、審査会の審理によりハラスメントの事実が認定されたときは、ハラスメントの行為者

への指導、助言等により当該ハラスメントの問題を解決するよう努めなければならない。 

３ 議長は、当該ハラスメントが悪質である場合、又は指導、助言等によっても当該ハラスメント

が改善されない場合は、当該ハラスメントを行った議員に対し、適切な措置を講ずるものとする。 

（審査結果の公表） 

第９条 条例第８条の規定による公表は、町のホームページ等に掲載して行うものとする。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 

 


